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まえがき 

この規格は，工業標準化法第 14 条によって準用する第 12 条第 1 項の規定に基づき，一般社団法人日本

鉄道電気技術協会（JREEA）及び一般財団法人日本規格協会（JSA）から，工業標準原案を具して日本工

業規格を改正すべきとの申出があり，日本工業標準調査会の審議を経て，国土交通大臣が改正した日本工

業規格である。 

これによって，JIS E 3801-2:2010 は改正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。国土交通大臣及び日本工業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願又は実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 

JIS E 3801 の規格群には，次に示す部編成がある。 

JIS E 3801-1 第 1 部：一般要求事項及び機能要求事項 

JIS E 3801-2 第 2 部：システム要求事項 

JIS E 3801-3 第 3 部：インタフェース要求事項（予定） 
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日本工業規格          JIS 
 E 3801-2：2018 
 

無線式列車制御システム－ 

第 2 部：システム要求事項 

Train control system using radio communication- 

Part 2: System requirements 

 

1 適用範囲 

この規格は，普通鉄道において無線を利用して地上と車上との間で安全に関わる制御情報を交信する無

線式列車制御システム（Japan radio train control system：以下，JRTC という。）の，システム要求事項につ

いて規定する。また，この規格は，案内軌条式鉄道など特殊鉄道にも適用できる。 

 

2 引用規格 

次に掲げる規格は，この規格に引用されることによって，この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は，その 新版（追補を含む。）を適用する。 

JIS E 3801-1 無線式列車制御システム－第 1 部：一般要求事項及び機能要求事項 

IEC 62280，Railway applications－Communication, signalling and processing systems－Safety related 

communication in transmission systems 

 

3 用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は，JIS E 3801-1 による。 

 

4 システム構成 

4.1 システム内の装置及び装置間の相互関連 

JRTC 全体システムは，JIS E 3801-1 の 4.1（装置）に示した四つの装置から構成される。それらの装置

及びシステム外を含めた関連する装置は，図 1 に示す相互関係をもつ。システム内の装置は，地上システ

ムと車上システムとに大別され，それぞれに含む装置は，次による。 

a) 地上システム JRTC のために地上に設置された装置であり，指令所装置，地上装置及びデータ通信

装置の地上部分からなる。 

b) 車上システム JRTC のために車上に設置された装置であり，車上装置，データ通信装置の車上部分

からなる。 

なお，図 1 では複数の地上装置と車上装置とに一つの指令所装置が対応する場合を示しているが，指令

所装置は，線区の事情に応じた多様な構成を許容する。すなわち，図 1 のような指令所機能を集中処理す

る方法だけでなく，機能を階層分割して下位階層機能を一つ以上の地上装置単位に分散処理する方法でも

よい。 

4.2 無線システム 


